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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消費可能データをアノテーティングする方法であって:
　第１の消費者により前記消費可能データの第１の消費を第１にモニタリングし;
　前記第１のモニタリングの少なくとも一部に基づき前記消費可能データの第１の関心領
域を決定し;
　第２の消費者により前記消費可能データの第２の消費を第２にモニタリングし;
　前記第２のモニタリングの少なくとも一部に基づき前記消費可能データの第２の関心領
域を決定し;
　相当数の消費者により前記消費可能データの相当数の消費を第３にモニタリングし;
　前記第３のモニタリングの少なくとも一部に基づき前記消費可能データの相当数の関心
領域を決定し;
　前記第１の消費者、前記第２の消費者及び前記相当数の消費者の各消費者による前記消
費可能データの消費により特定された各関心領域に、前記各消費者による前記消費可能デ
ータの消費の継続時間に応じた重み付け係数を割り当て;
　前記各消費者による前記消費可能データの消費により特定された前記各関心領域の少な
くとも共通したオーバラップ部分に基づき関心領域の収集領域を決定し;
　前記共通したオーバラップ部分のそれぞれに対する重み付け係数の組合せの少なくとも
一部に基づき、前記収集された関心領域毎に重み付け係数を割り当て；
　前記収集された関心領域毎に重み付け係数が割り当てられた関心領域の収集領域、及び
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前記関心領域毎に重み付け係数が割り当てられた相当数の関心領域、から選択されたもの
の間でファジーマッチングにより類似すると判定される、少なくとも一部に基づき前記消
費可能データのためのコレクティブカットを決定する、方法。
【請求項２】
　更に、前記第１の関心領域に前記第１の消費者に関連する第１の重み付け係数を割り当
て;
　前記第２の関心領域に前記第２の消費者に関連する第２の重み付係数を割り当て;
　前記第１及び第２の関心領域の間でオーバラップする少なくとも一部に基づき第３の関
心領域を決定し;
　前記第１及び第２の重み付け係数の組合せの少なくとも一部に基づき前記第３の関心領
域に対する第３の重み付け係数を割り当てる、請求項１の方法。
【請求項３】
　関心領域の収集領域の決定は、対話型視聴者分析を前記モニタリングに適用した少なく
とも一部に基づく、請求項１の方法。
【請求項４】
　消費の前記モニタリングは、前記消費可能データのスキップした部分に対するモニタリ
ング、及び前記消費可能データの視聴部分の継続時間のモニタリングからの選択されたも
のを含む、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記消費可能データは、オーディオデータ、ビデオデータ、ストリームデータ、予め格
納されたデータ又はライブデータから選択された一つ以上ものである、請求項１の方法。
【請求項６】
　更に、ローカル記憶領域、遠隔記憶領域、クラウド記憶領域、ピアツーピア記憶領域か
ら選択されたものから前記消費可能データをアクセスする、請求項１の方法。
【請求項７】
　関連データを有するマシーン－アクセス可能媒体であって、
　前記データは、アクセスされるとき、以下を遂行することによって消費可能データをア
ノテートすることをマシーンが実現し:
　第１の消費者により前記消費可能データの第１の消費を第１にモニタリングし;
　前記第１のモニタリングの少なくとも一部に基づき前記消費可能データの第１の関心領
域を決定し;
　第２の消費者により前記消費可能データの第２の消費を第２にモニタリングし;
　前記第２のモニタリングの少なくとも一部に基づき前記消費可能データの第２の関心領
域を決定し;
　相当数の消費者により前記消費可能データの相当数の消費を第３にモニタリングし;
　前記第３のモニタリングの少なくとも一部に基づき前記消費可能データの相当数の関心
領域を決定し;
　前記第１の消費者、前記第２の消費者及び前記相当数の消費者の各消費者による前記消
費可能データの消費により特定された各関心領域に、前記各消費者による前記消費可能デ
ータの消費の継続時間に応じた重み付け係数を割り当て;
　前記各消費者による前記消費可能データの消費により特定された前記各関心領域の少な
くとも共通したオーバラップ部分に基づき関心領域の収集領域を決定し;
　前記共通したオーバラップ部分のそれぞれに対する重み付け係数の組合せの少なくとも
一部に基づき、前記収集された関心領域毎に重み付け係数を割り当て；
　前記収集された関心領域毎に重み付け係数が割り当てられた関心領域の収集領域、及び
前記関心領域毎に重み付け係数が割り当てられた相当数の関心領域、から選択されたもの
の間でファジーマッチングにより類似すると判定される、少なくとも一部に基づき前記消
費可能データのためのコレクティブカットを決定する、媒体。
【請求項８】
　前記マシーン－アクセス可能媒体は、更に、アクセスされるとき、前記マシーンで以下
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を遂行する結果であるデータを含み:
　前記第１の関心領域に前記第１の消費者に関連する第１の重み付け係数を割り当て;
　前記第２の関心領域に前記第２の消費者に関連する第２の重み付け係数を割り当て;
　前記第１及び第２の関心領域の間でオーバラップする少なくとも一部に基づき第３の関
心領域を決定し;
　前記第１及び第２の重み付け係数の組合せの少なくとも一部に基づき前記第３の関心領
域に対する第３の重み付け係数を割り当てる、請求項７の媒体。
【請求項９】
　多数の消費者による消費可能データの多数の消費をモニタリングする手段と;
　前記多数の消費者による多数の消費のモニタリングの少なくとも一部に基づき前記消費
可能データ内の多数の関心領域を決定する手段と;
　前記多数の消費者の各消費者による前記消費可能データの消費により特定された各関心
領域に、前記各消費者による前記消費可能データの消費の継続時間に応じた重み付け係数
を割り当てる手段と;
　前記各消費者による前記消費可能データの消費により特定された前記各関心領域の少な
くとも共通したオーバラップ部分に基づき関心領域の収集領域を決定する手段と;
　前記共通したオーバラップ部分のそれぞれに対する重み付け係数の組合せの少なくとも
一部に基づき、前記収集された関心領域毎に重み付け係数を割り当てる手段と;
　前記収集された関心領域毎に重み付け係数が割り当てられた関心領域の収集領域、及び
前記関心領域毎に重み付け係数が割り当てられた多数の関心領域、から選択されたものの
間でファジーマッチングにより類似すると判定される、少なくとも一部に基づき前記消費
可能データのためのコレクティブカットを決定する手段と;を備える、装置。
【請求項１０】
　更に、前記多数の消費者から選択されたものと関連する関心領域の区別可能な一組の領
域の関連する一組内にオーバラップする領域をマージする手段を備える、請求項９の装置
。
【請求項１１】
　前記消費可能データ内の多数の関心領域を決定するための手段は、更に、
　前記各消費者に対する一組の関心領域を関連付ける手段と、
　前記各消費者と関連付けた、区別可能な一組の関心領域内に一組の領域内のオーバラッ
プする関心領域をマージする手段とを有する、請求項９の装置。
【請求項１２】
　更に、前記コレクティブカットを表示する手段及び前記コレクティブカットの消費をモ
ニタリングする手段を構成するアクセス装置に前記コレクティブカットを提供する手段と
、
　前記アクセス装置によりモニタリングされた消費に対応するデータを受信する手段と、
　モニタリングされた消費に対応する前記データの少なくとも一部に基づき前記コレクテ
ィブカットを絞り込む手段と、を備える、請求項９の装置。
【請求項１３】
　消費可能データを消費する方法であって:
　ソースから消費可能データの少なくとも一部を受信し、前記ソースは、多数の消費者の
前記消費可能データの消費をモニタリングし、消費をモニタされた多数の消費者に関連す
る関心領域の間で特定されるやり取りの少なくとも一部に基づき、前記消費可能データの
関心領域を特定するように構成可能であり、
　前記消費可能データをアクセスし、
　前記ソースへの前記アクセスを特徴づけるデータを提供し、
　前記請求項１の方法により決定された、前記消費可能データのためのコレクティブカッ
トを受信する、方法。
【請求項１４】
　前記消費可能データの一部は、多数のソースから受信されており、
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　前記アクセスを特徴づける前記データは、前記多数のソースから選択された一つ又はそ
れ以上のソースに提供される、請求項１３の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、例えば任意の電気的にアクセス可能なエンターテイメント（entert
ainment）等の消費可能データ（コンシューマブルデータ：consumable　data）をアノテ
ートすること（注釈：annotating）及びレビューすることに関する。より詳しくは、消費
者が行う収集活動を、消費可能データの関心領域を特定するために適用し、消費可能デー
タに対するアノテーション又は「ハイライト」の特定を促進するために、することに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　現在のトレンド分析は、ストリームされる消費可能データが有力な流通手段になるであ
ろうと示唆する。映像ストリーム、ダウンロード及びデジタルＴＶを含むデジタルメディ
ア及びコンテンツの分析及び予測を提供する会社、Ｉｎ－Ｓｔａｔ、ＬＬＣ（http://　w
ww.instat.com参照）は、将来のデジタルエンターテイメント配信では、消費可能データ
のストリーミング及びオンラインアクセスが、消費可能データを受信する人々にとって主
要な配信チャネルとして、小売のディスク販売以上に視聴者に好まれると推定する。これ
は、シスコにより提供された統計により例示されたように、オンラインでの消費可能デー
タへのアクセスの急速な成長を表す。その統計は、インターネット映像がピアツーピアを
除く、全消費者インターネットトラフィックの概ね１／４を占め、２０１２年には、イン
ターネット映像のトラフィックは、２０００年における米国全体のインターネット基幹回
線に対する　データ使用量の４００倍近くになると予測する（http://www.cisco.com/en/
US/solutions/collateral/　ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-481374_n
s827_Networking_Solutions_White_Paper.　htmlを参照）。同様に、ニューヨークタイム
ズ紙は、ユーチューブの２００７年の映像トラフィックが単独で２０００年における米国
に対する総インターネットトラフィックを超えたと見積もった（例えばhttp://　www.nyt
imes.com/2008/03/13/technology/13net.htmlを参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　既存の検索は、例えば映像分析や、人工知能の消費可能データへの適用等、消費可能デ
ータコンテンツをより理解、認識するための努力によって多くの技術をもたらす結果とな
っている。例えば、ＴＲＥＣビデオ検索評価（TREC　Video　Retrieval　Evaluation，ht
tp:　//trecvid.nist.gov）や、他の米国政府機関からの支援によるＮＩＳＴ（National
　Institute　of　Standards　and　Technology）が後援した会議を参照されたい。ＴＲ
ＥＣの目標は、情報検索調査を促すことであり、２００１年及び２００２年に、ＴＲＥＣ
は、自動的なセグメンテーション、検索作業及びデジタル映像のコンテンツに基づく検索
において調査を支援するために映像データを提供した。しかし、これ及びその他の技術は
、例えば特定の視聴者に高い関心があるエリアを特定しようという試みでは成功に至って
いない。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　本発明の特徴及び利点は、以下に続く本発明の詳細な説明から明らかになるであろう。
【図１】一実施形態に従った対話型視聴者分析を用いた一視聴者の入力のモニタリングを
図示する。対話型視聴者分析は、一又はそれ以上の視聴者の活動からコレクティブカット
(Collective　Cut)を作成するために採用され得る。
【図２】一実施形態に従った、コレクティブカットを作成するために採用され得る対話型
視聴者分析を用いた一視聴者の入力のモニタの続きを図示する。
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【図３】一実施形態に従った、消費者が消費可能データの次の関心領域を検索しているこ
とを図示する。
【図４】一実施形態に従った、消費可能データの関心領域の、図１～図３のハイライトの
蓄積効果の一部を図示する。
【図５】一実施形態に従った、消費可能データにプリアノテーション（pre-annotating）
を付けるためのデータ流れ図を図示する。
【図６】一実施形態に従った、関心領域の特定のために、消費可能データの多数の消費者
のアクセスを当てはめ続けることを図示する。
【図７】関心領域の特定及び／又は他の消費者により特定された領域の変更の、図１～図
４、図６のすべての消費者に対する結果を図示する。
【図８】本発明の任意の範囲が実行され得るために適したコンピュータ環境を図示する。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本発明の様々な実施形態は、特定の結果を改善するために収集行動を利用することに関
する。様々な図示された態様では、音声、映像又はその他の需要可能／アクセス可能デー
タ内での関心領域の特定のための試みがなされる。「消費可能データ（コンシューマブル
データ：consumable　data)」の言葉は、そのようなデータをまとめて参照するのに用い
られるであろう。また、それは、いずれかの状態の保存メディア又は媒体に格納され、単
独で又は多数重なって又は同時にアクセスされ得るデータを参照するために用いられよう
。消費可能データは、例えば格納された及び／又はストリームされる映像又は音声データ
の他に、そのような音声、映像等のデータの個々のフレーム、セクション、一部分、カッ
トをも示すことができる。音声又は映像データは例示目的で示されており、関心部分が一
つ又はそれ以上のエンティティ（Entity）によって特定され得るどんなデータ収集も、列
挙される実施形態の範囲内であることが意図されていることは、当業者により理解される
であろう。
【０００６】
　「関心(interest)」は、例えば、大人の視聴者に関心がある事は若い大人の視聴者に関
心がある事とはかなり相違するかもしれないように、対象とする視聴者に依存して異なる
意味を持ち得る相対的な言葉であることが理解されるであろう。それ故、たとえ以下で特
に言及していなくても、ここに記載される同じ技術が、記載された操作を遂行する視聴者
の性質に依存した異なる結果を導き得ること、また、多様性のある視聴者からの成果は所
望のように選択的に組合せられ得ることは、当業者によって理解されるべきである。
【０００７】
　図示された態様では、消費可能データをやり取りする視聴者の一員として対象視聴者（
又は視聴者）の情報交換の行動がモニタされると仮定する。このモニタリングは、消費可
能データをやり取りする視聴者にとってリアルタイム又はリアルタイムに近い時刻に遂行
され得る。又は、モニタリングは、特定の視聴又はデータ消費経験に関して蓄積されたデ
ータに基づく事象後に生じるかもしれない。ここに示した発明思想の様々な特徴を記載す
る際の便宜のために、例えば記録された（又はバッファリングされた）映像ブロードキャ
スト又は電気的にアクセス可能な動画のような映像を視聴者がやり取りすることが想定さ
れるであろう。しかし、上述したように、ここでは、原則は任意の消費可能データに当て
はめる。収集する視聴者の情報のやり取りをモニタリングすることから、収集情報が、例
えば音声や映像等の消費可能データ内の意味ある領域を特定するために役立ち得る。映像
にとって意味ある領域は、例えば興味があるとして特定された（一般に映像ハイライトと
して参照される）映像のセグメントである可能性が考えられる。
【０００８】
　「対話型視聴者分析」の言葉又はＩＡＡは、対象視聴者の活動において行われることを
分析するために参照するのに用いられ得る。ＩＡＡは、例えば自動化コンピュータ画像、
機械学習、その他人工知能技術に基づく映像ハイライトを抽出する試みのような現在の自
動化映像分析技術とは異なる。自動化映像分析技術と開示された形態とは、相いれないも
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のとする必要はなく、例えば開示された実施形態は、映像分析と連結して役に立ち得るこ
とが理解されるであろう。映像分析はＩＡＡの前、その間又は後に遂行され得、映像分析
はＩＡＡの要求及び／又は目標に依存する処理ステージの前、後又はその中間であり得る
ことが理解されよう。
【０００９】
　図１は、一実施形態に従った対話型視聴者分析（ＩＡＡ）を用いて入力される一視聴者
のモニタリングを図示する。対話型視聴者分析（ＩＡＡ）は、一又はそれ以上の視聴者の
活動からコレクティブカットを作成するために採用され得る。コレクティブカットの言葉
は、一般に、消費可能データ内の特定の関心領域を参照するために使用され得る。上述し
たように、（図示しない）いくつかの形態において、映像分析は、コレクティブカット（
ＣＴ）を決定することを容易にするために用いられ得る。
【００１０】
　図示した態様において、視聴者は、彼らがストリームされる消費可能データをやり取り
するとしてモニタされると仮定される。これは、ストリームデータへのアクセスをモニタ
することは通常簡単であるから簡素化された前提である。例えばデータストリーム内を検
索してみる試みは、外部ソースから提供されるために必要なストリーム内を移動するため
のコマンドをウォッチングすることにより特定することができる。しかし、既存の／格納
されたコンテンツは、ストリーム内を検索すること、及び、例えばモニタされたデータを
送信する（転送する）又はモニタされたデータへのアクセス（取り出し）を許容する方法
によって外部エンティティにモニタされたデータを提供すること、に対応してデータをモ
ニタするように構成されたハードウエア及び／又はソフトウエアを使用可能な装置の利用
を通じて同様にモニタされ得ることが理解されよう。外部エンティティは、例えばケーブ
ルテレビや衛星放送のヘッドエンド、インターネットサーバ（ストリームコンシューマデ
ータも提供し得る）等である。
【００１１】
　図１に示されているように、t0がtnの前のある時刻を表す、t0＜tnに定められたタイム
ライン１００がある。t0とtnの間の総時間は任意であるが、図形は、ある時間帯を過ぎた
消費可能データの表示を示す。例えば、それは、消費可能データの全体表示であってもよ
く、又はその一つのみ又はそれ以上のサブセットを表してもよい。より単純にするために
、t0とtnのマーカには、タイミングマーカ１０２－１１０が図示され、残りの図形は省略
されている。図示された態様によれば、所定の時間に消費可能データの中で表示されてい
る現在の再生位置があり、ある視聴者がその現在の消費可能データを視聴している、と仮
定される。タイミングマーカ１０２－１１０は、ある時点での現在の再生位置であった時
刻における様々な瞬間を示す。例えば、消費可能データのストリーミングを開始した後、
視聴者は、初期に現在の再生を位置１０２にドラッグして移動し、視聴者が望む時間、任
意の領域１１２の消費可能データを消費する。再生停止、前方へのスキップ、現在再生位
置をマーカ１０４から他の位置にドラッグする等の方法によって、視聴はマーカ１０４の
位置で停止された。
【００１２】
　１つの連続した（又は相対的に連続した）消費可能データの消費時間は、上記で述べた
ように、図示された領域１１２で表される。領域１１２は、消費可能データを消費してい
る時間の長さを表す幅を有している。その時間の長さは、(tn-t0)より短い時間の長さで
あることが予測される。そうでなければ、視聴者は、消費可能データのすべてを消費して
しまったことになるであろう。もし消費可能データが映像データであれば、その時の領域
１１２は映像が見られていた総時間を表し、もし消費可能データが音声データであれば、
それは音声データが聴かれた総時間を表すことが理解されるであろう。図示された態様に
おいて、視聴者は、「早送り」タイプの制御、スキップボタン若しくはスキップ機能、又
は現在再生位置マーカの直接的なドラッグ移動を使用し得るであろう。視聴者は、消費さ
れた領域１１２の終点を示しているタイミングマーカ１０４から例えばマーカ１０６のよ
うに任意の他のマーカ位置に消費可能データの消費を移し、あまり面白くないと考えられ
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た消費可能データ内のコンテンツを飛ばして、より面白いコンテンツをアクセス可能にす
る。図示された形態では、消費可能データ内での現在再生マーカの移動は、消費可能デー
タの特定のセクションが、例えば見たり、聞いたり、読んだりする価値等、消費可能デー
タのタイプによって定められるような、消費する価値があるかどうかの視聴者の判断又は
意見を示す。
【００１３】
　領域１１２のように、図示された態様では、マーカ１０６は、より面白いコンテンツを
示す別の領域１１４の始点を特定する。消費可能データの（図示しない）時間のうちのあ
る時点で、消費者は、現在再生マーカを移動し、タイミングマーカ１０８にスキップし、
再び見るか又はそうでなければ消費可能データの別の領域１１６を消費する。これは、現
在の再生がタイミングマーカ１１０にジャンプするまで再度繰り返す。タイミングマーカ
１１０は、消費可能データが関心を引くに違いない位置である。なぜなら、消費可能デー
タのより大きな領域１１８（他の領域１１２－１１６に対してより大きな）が視聴される
からであり、そうでなければ消費される。
【００１４】
　図２は、一実施形態に従った、コレクティブカット（ＣＴ）を作成するために採用され
得る対話型視聴者分析（ＩＡＡ）を用いて入力される視聴者のモニタの続きを図示する。
人々が面白い映像を見たり、音楽を再度聴くとき、又はそうでなければ消費可能データを
再び消費するとき、彼らはデータの消費を繰り返すことを要求するかもしれないことが理
解されよう。しかし、彼らは前に消費している間、特に興味深いと考えた消費可能データ
の部分を注目するだろうことが理解されよう。
【００１５】
　図示された態様では、消費者は、「早送り／巻戻し」、スキップ機能若しくはボタン、
又はその他の現在再生位置を変えるための技術を利用すると予測される。消費可能データ
へのアクセスが例えば２番目、３番目等の後続に対するものであるとき、データ内の例え
ば「ハイライト」等で、関心のある領域かについての消費者の判断がより正確になると予
測される。サービスプロバイダは、消費者の大グループの収集行動を追跡し、特定の消費
可能データの中の面白いと考えられる箇所を絞り込むために後続の消費を使ってもよい。
例えば、最も人気のある映画youku.com（中国ビデオストリーミングサイト）は、普段3,0
00,000回を上回る回数見られており、莫大な数の消費者がモニタされ得ることを示す。サ
ービスプロバイダはモニタし、消費者がどのようにハイライトを抽出し、消費のための収
集判断を決定するかを学ぶことができる。選択された実施形態において収集判断を決定す
ることは、反復しかつ適合するプロセスである。図示された実施形態において、特定され
た大きな領域１１８の消費後、消費者は、例えば現在再生マーカを２０２－２０６の位置
までスキップする等によってデータの消費を続け、それぞれ見るかそうでなければ２１０
－２１４の部分のデータを消費する。
【００１６】
　図３は、一実施形態に従った、消費可能データの次の関心領域（例えば次のハイライト
）を消費者が検索していることを図示する。
【００１７】
　本実施形態は、図２に示されたようにある時間帯見て、又はそうでなければ消費した後
の消費者を示す。消費者は、消費可能データのいくつかの関心のある領域が見当たらない
と判断する。図示されているように、消費者は図２の部分２１２，２１４を取得する。そ
れから、消費者は現在再生マーカを消費可能データ内の関心領域であると決定されるであ
ろうタイミングマーカ２０６の前のタイミングマーカ３０４に戻す移動３０２をすること
に決める。このハイライト３０６は、以前に消費可能データの関心領域と考えられた図２
の領域２１４を含む。
【００１８】
　図１及び図２を用いたように、消費者は、消費可能データ内部で前後にスキップし、関
心領域３０６の終点からタイミングマーカ３０８まで移動して任意のデータを消費し、そ
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してタイミングマーカ３１０までスキップし、それから更にタイミングマーカ３１２まで
スキップする。これらの行動は、例えば、好き、嫌い、好奇心、要求、仕事等、完全な彼
／彼女のハイライトのアノテーション（例えば、以下のハイライトの４つの区分）に基づ
き、消費者に関連すると見なされる要因に基づく彼らの消費に対して、様々な時間の長さ
を持つ図示された関心領域３１４，３１６、３１８を定義する。上述したように、情報を
やり取りする視聴者分析は、コレクティブカット（ＣＴ）の作成において消費者活動を分
析するために用いられ得る。
【００１９】
　図４は、一実施形態に従った、消費可能データの関心領域１１８，３０６，３１８の図
１～図３のハイライトの蓄積効果の一部を図示する。図４の態様における想定では、領域
１１８，３０６，３１８は、最初の消費者（又は多数の集団若しくは関連する消費者）に
より決定された。これらの領域は、すべて同じクロスパターンで充填されている。図示さ
れている領域４０２－４０８もまた、図１～図３と同様に特定された関心領域である。し
かし、２番目の消費者のタイムライン１００の走査をモニタリンツし、かつタイムマーカ
４１０－４１６により特定される領域を見ることによって特定されたものである。これら
の領域は、左斜線の同パターンを共有する。
【００２０】
　このような多数の消費者の入力を用いて、サービスプロバイダやその他のエンティティ
は、対話型視聴者分析（ＩＡＡ）を遂行するために入力を組み合わせることが可能である
。なお、図４の態様では、二人の消費者から、例えば、それぞれが領域１１８，３０６，
３１８及び領域４０２－４０８の２つの領域の収集４１８，４２０のみを図示する。任意
の数の消費者による入力が、ＩＡＡを遂行するために利用され得ることが理解されるであ
ろう。一実施形態では、ＩＡＡは、領域に対する重み付けの値を生成することも包含する
。領域のオーバラップ部分には、個々のオーバラップ領域に割り当てられた値の累積的な
重み付けが与えられる。例えば、オーバラップは、モニタリング及び多数の消費の分析後
、モニタされている対象視聴者により確実に面白いと考えられ得る最も高い価値を持つ、
累積された領域である。
【００２１】
　一実施形態では、この重み付けは、{　[t1,　持続時間１（duration1）,　重み１（wei
ght1）],　[t2,　持続時間２（duration2）,　重み２（weight2）],　…,　[tn,　持続時
間ｎ（durationn）,　重みｎ（weightn）]}のような一組に関して定義されることができ
る。第１領域の収集４１８をｎ＝３に決定した後、例えば映像の第１視聴者である、消費
可能データの最初の消費者のために、領域１１８，３０６，３１８は予め１の値を割り当
てられる。一実施形態では、２番目の消費者が消費可能データをアクセスし、関心領域の
２番目の収集４２０を生成するとき、２番目の消費者の領域のそれぞれは、２番目の消費
者の消費のために１の値を割り当てられる。しかし、例えば、破線の角括弧により特定さ
れた部分４２２のオーバラップ領域は、単純な加算を仮定すれば、その領域には２の値が
割り当てられるだろう。時間とともに多くの消費者が消費可能データをアクセスした後、
データを消費した視聴者の集合に統計的に明らかに面白いと考えられた消費可能データの
ある領域が存在するであろう。
【００２２】
　一実施形態では、領域の重み付けは、例えば「省略されていない」映像をＮ回見た等、
もし消費者が消費可能データ全体をＮ回消費しているならば、ｆ（Ｎ）であろう。例えば
、ビデオ全体を多数回見ている等、多数の全体消費から消費可能データ全体の知識を持つ
消費者による関心領域の特定の推定される精度を妥当なものとみなすように、Ｎが１より
大きく（Ｎ＞１）かつｆ（Ｎ）が１よりはるかに大きい（ｆ（Ｎ）＞＞１）とする。サー
ビスプロバイダは、完全な消費及び関心領域の特定を奨励するために、例えばミクロ経済
の刺激になる何らかのインセンティブ、ディスカウント、クーポン等を提供してもよいこ
とが理解されよう。
【００２３】
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　図５は、一実施形態に従った、消費可能データにプリアノテーションを付けるためのデ
ータの流れ図５００を図示する。図１～図４の態様では、領域の重み付けは初期には０で
あったと想定され得る。なぜなら、いずれの領域も定義されていなかったためである。例
えば最初のビデオ視聴等の第１の消費によりなされた、第１の消費者の特定領域のための
重み付け１が、重み付けの初期値となる結果となっていた。しかし、第１の消費者は、空
白のタイムライン（blank　timeline）とともに開始する必要はない。サービスプロバイ
ダ、消費者への伝送路又はデータ路の間の中継器、消費者により利用される端末装置（en
dpoint　device）、又はその他の機器は、例えば前からあるハイライトを提供する等、関
心領域を用いてタイムライン１００をプリアノテートし得る。
【００２４】
　例えば、もし消費可能データが映画のように公にリリースされた映像を含むならば、人
は消費可能データの関心部分を特定しているデータを取得することができる（５０２）。
映画には、一般に予告編及びその他の映画に関する広告が含まれるであろう。それから、
取得されたデータは、消費可能データ内の関心領域を特定するために（５０６）、消費可
能データに対してマッピングされ得る（５０４）。「見本データ（exemplar　data）」の
言葉は、ここでは、消費可能データ内の関心領域を特定するために（５０６）マッピング
されてもよい（５０４）、消費可能データに関する任意のデータを参照するために用いら
れるであろう。
【００２５】
　映画のために、見本データは予告編及びその他の映画に関する広告を含む。また、映像
分析は、見本データに対応する消費可能データ内の単一の領域又は複数の領域を特定する
ために、見本データと映画とをマッチングさせるために採用され得る。見本データの映画
の予告編のタイプは、一般的にハイライトの「ディレクターのカット（Director’s　Cut
）」である。しかし、それらは、通常、単独のエンドーツーエンドのプレゼンテーション
（end-to-end　presentation）中に組み入れられる。一実施形態に従った、タイムライン
をプリアノテートするエンティティ又はデバイスは、見本データ内のシーンチェンジのよ
うなチェンジを検出するために（５０８）、また、見本データ内の多数の関心のあるサブ
領域を分けるために（５１０）、映像分析を採用し得る。映像検索及び／又は映像マッチ
ング技術は、見本データ内の分けられた（５１０）ハイライトのロングバージョンを特定
するために当てはめられる（５１２）。同様に、もし消費可能データが、歌やサウンドト
ラックのような音声データを含むならば、音声分析（図示せず）は、消費可能データ内で
見つけられ得る見本データを特定するために採用され得るほか、一致している「ように聞
こえる」類似を見つけるためにもまた採用され得る。
【００２６】
　関心領域の特定（５０６）後、一実施形態では、見本データの「ような」消費可能デー
タの部分を見つけることができるように、「ファジー」マッチングが遂行され得（５１４
）、これにより、特定された関心領域の数を増やす。それをするために、例えば、映像又
は音声データのコンテンツ分析が、見本データのような消費可能データのその他の部分を
見つけるために用いられ得る。一般に、ファジーマッチングは、マッチング候補と見本デ
ータとの間の関係の度合いを反映する関連性の度合を有すると理解されよう。一実施形態
では、関連性の要求される最小の比率は、見本データに対して任意にセットされ又は決定
され得、特定された（５０６）関心領域に加えられる追加の関心領域を考慮するためのマ
ッチング候補として必要とされ得る。
【００２７】
　一旦消費可能データ内で関心領域が特定されると（５０６，５１４）、これらは、コレ
クティブカット（ＣＴ）を定めるために使用されることが可能である。また、それらは、
消費可能データのためのタイムラインをプリアノテートする（５１６）ために用いられる
ことができる。一実施形態では、初期に特定された（５０６）領域は、大きい重み付けと
関連する。なぜなら、ディレクターカットは関心があるものとして高い正確さを持つと考
えられるからである。
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【００２８】
　図６は、一実施形態に従った、消費可能データの多数の消費者のアクセスをコレクティ
ブカット（ＣＴ）に対して関心領域を特定するために当てはめ続けることを図示する。
【００２９】
　図示したように、少なくとも二人の消費者をモニタリングすることから図４から組み入
れられた入力に対する関心領域の収集６２２，６２４が存在する。図示された領域６２２
は、領域６０２，６０６，６０８，６１２，６１４，６１６，６２０及びこれらに対応す
る単一の消費者からの入力からの関連領域の特定を含む。領域６２２は、領域６０４，６
１０，６１８及びこれらに対応する二人の消費者の入力からオーバラップしている関連領
域を含む。図５に示したように、単独の入力領域６０２、６０６，６０８，６１２，６１
４，６１６，６２０は、１の割り当てられた重みを有してもよい。組み入れられた入力領
域６０４，６１０，６１８は、少なくとも２の割り当てられた重みを有してもよい。これ
らの重み付けは、どんなプリアノテーション値又は消費可能データ全体をアクセスする消
費者から割り当てられた特別の重み付けをも考慮に入れていないことを理解されよう。
【００３０】
　領域６２４は、その他の図示された実施形態において上述したように消費者により特定
され得る追加の関心領域６２６－６３０を含む。図６の態様によれば、領域６２４は、領
域６２２の特定を超えて追加の消費者により特定された。図示された態様では、追加の消
費者は、既存の特定領域６２２に気がついていて、選択した領域６０４，６１０，６１８
が、関心領域としてより信頼性をもって定められることを示している。そのような認知度
は、例えばデバイスのユーザインタフェースを用いたグラフィック等様々な方法で、追加
の消費者が消費可能データをアクセスしていることを表すことができる。一実施形態にお
いて、追加の消費者は、既存の特定された領域６０２－６２０を適用可能とするため、又
は図１～図４に関して述べたように新しい特定領域の生成のためにユーザインタフェース
を提供される。それ故、例えば、追加の消費者は、既存の特定された領域６０２－６２０
に対する開始及び／又は終点位置を調整する方法によって既存のアノテーションを絞り込
むための選択をしてもよいし、又は簡単に新しい関心領域を定義してもよい。どちらにし
ても、領域６２４は、追加ユーザが調整し、及び／又は新しい関心領域６２６－６３０を
作成した最終結果として示され得る。また、これらの領域は、重み付け(例えば、追加さ
れた消費者の成果に対して＋１等)が割り当てられてもよく、既存の比率を用いて組み入
れられた重みが割り当てられてもよい。
【００３１】
　図７は、関心領域を特定する、及び／又は他の消費者により特定された領域を変更する
、図１～図４、図６のすべての消費者の結果を図示する。領域７０２－７２４が示されて
いて、領域７０４，７１０，７１６及び７２２は関心領域として消費者により繰り返し特
定されている消費可能データの領域を示す。これに対して領域７０２，７０６，７０８，
７１２，７１４，７１８，７２０及び７２４は関心があるとして消費者によって一度特定
され残った領域を示す。一実施形態では、十分に高い重みを受け取る領域は、「真の」関
心領域と考えられるであろう。例えば、映画の場合には、十分に高い重みを受け取る領域
は、映画のハイライトとして消費者に示されるであろう。一実施形態において、そのよう
な予め定められたハイライトを含む映画を受け取る消費者は、簡単に映像をスキップして
、まさにハイライトを見ることを選択できる。この消費者は、消費される関心領域の良い
組合せを適切に決定している収集消費者の入力情報を信頼するであろう。
【００３２】
　より多くの消費者が、消費可能データ内の関心領域の絞込み、及び／又は新規の特定に
貢献するように、関心領域の収集は、それぞれ様々な重みを持つ、より多くの領域を取得
し続けるであろう。一実施形態において、サーバプロバイダは、消費者への伝送路又はデ
ータ路の間の中継器、消費者により利用される端末装置、又はその他の機器が、管理され
る領域の数を減らすために周期的に領域収集を簡素化することを選んでもよい。一実施形
態において、もし二つの隣り合う関心領域が同じ重みを有していれば、それらは１つの領
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域内に合体されることが可能である。関心領域の消費者による特定は、正確ではないであ
ろう、それ故領域が隣り合うかどうかを決定するときに耐性が適用され得ることは、理解
されるであろう。一実施形態では、多数のサービスプロバイダは、正確さを増すために、
サービスプロバイダ群で共通する消費可能データの関心領域の特定を共有してもよい。
【００３３】
　一実施形態において、サービスプロバイダが関心領域の収集に十分に信頼を持ったとき
、彼らは特定領域のいくつか又はすべてを公開してもよい。例えば、サービスプロバイダ
は、対象視聴者のある割合により選択されている関心領域のみリリースすることを選択し
てもよい。更に、現能力とともに、消費者の年齢、社会的な、経済的な、宗教的な、政治
的な、地理的な、民族的な、食べ物等を追跡することで、関心領域に対する面白い、十分
に大きな収集が定義され得、また例えば一つ又はそれ以上の望まれた特徴を共有する消費
者の特定の組み合わせ等、特定の視聴者に表示することも可能であることが理解されよう
。一実施形態において、サービスプロバイダは、特別なカスタマーのためにカスタマイズ
されたアノテーションを提供してもよい。特別なカスタマーは、例えばアンケート及び／
又はモニタされた行動、又はカスタマーについて知られているその他のメタデータの手段
により、関心及び利用可能な時間を知っている。カスタマーについて知られたデータは、
消費者に関する関心領域を選択するために使用されることができ、消費可能データのため
のアノテーションとして示されることができる。利用可能な時間に関しては、異なる消費
者は、例えば職場へ／職場からからバスや電車に乗る長さやその他知られた時間間隔等の
ように、コンシューマデータへ利用可能な総時間が異なるようにしてもよい。また、これ
は、アノテーションのための領域の選択の要因となるかもしれない。例えば、もし一つが
短い時間ならば、アノテーションは、消費者が利用可能な時間内に適合する最も高い割合
の領域のみ有するように定義付けられてもよい。
【００３４】
　図８及び以下の考察では、図示された発明のある範囲が実行されるのに適した環境につ
いて簡潔、全体的な記載を提示されよう。以下で使用するように、「マシーン（machine
）」の言葉は、単独のマシーン又はマシーンとデバイス操作が互いに通信可能に接続され
たシステムを幅広く包含するように意図されている。例示されたマシーンは、例えば、パ
ーソナルコンピュータ、ワークステーション、サーバ、ポータブルコンピュータ（portab
le　computer）、例えば形態情報端末（ＰＤＡ：Personal　Digital　Assistant）、電話
、タブレット等の携帯端末（handheld　device）、送信機、受信機、及び／又はその他の
アクセス可能なデバイス、及び／又は操作オーディオ、ビジュアル、又はその他の消費可
能データを含む他、例えば自動車、電車、タクシー等の私的又は公的な輸送である輸送機
器も含む。
【００３５】
　一般的に、マシーン８００を含む環境は、プロセッサ８０４、ＲＡＭ（Random　Access
　Memory）、ＲＯＭ（read-only　memory）、又はその他の状態保存媒体等のメモリ８０
６、記憶装置８０８、ビデオインタフェース８１０、入力／出力インタフェースポート８
１２を接続するシステムバス８０２を含む。マシーン８００の構成要素は、単独で属して
いてもよく、図示しない多数の構成要素が存在していてもよいことが理解されよう。マシ
ーンは、例えばキーボードやマウス等の従来の入力デバイスからの入力によるほか、仮想
現実（ＶＲ）環境における相互作用、生体測定のフィードバック、共同的又は集合的学習
、又はその他の入力ソース又は信号を別のマシーンから直接受信することにより、少なく
とも一部で制御され得る。
【００３６】
　マシーンは、例えば、プログラマブル又はノンプログラマブルロジックデバイス又はア
レイ等を内蔵したコントローラを含んでもよい。スマートカード等の特別な集積回路のア
プリケーションが、コンピュータに内蔵されてもよい。マシーンは、例えばネットワーク
インタフェース８１８、モデム８２０又はその他の通信カップリング等経由で、一つ又は
それ以上の遠隔マシーン８１４，８１６に一つ又はそれ以上接続することを利用してもよ
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い。マシーンは、例えば、イントラネット、インターネット、ローカルエリアネットワー
ク（LAN）、ワイドエリアネットワーク（WAN）、クラウドネットワーク、分散型ネットワ
ーク、ピアツーピアネットワーク等の一以上の物理的及び／又は論理的なネットワーク８
２２の手段により相互に連結され得る。ネットワーク８２２を用いた通信が、無線高周波
（RF:Radio　Frequency）、衛星、マイクロ波、ＩＥＥＥ（Institute　of　Electrical　
and　Electronics　Engineers）８０２．１１、ブルートゥース、光、赤外線（IR:Infra
　Red）、ケーブル、レーザ等を含む、様々な有線及び／又は無線の短距離又は長距離の
キャリア及びプロトコルで利用され得ることを当業者は理解するであろう。いずれかの実
施形態では、ネットワーク８２２の多重化された一群は、同時に利用され、たとえばコス
ト、効率、嗜好、電力等が測定されてもよい。多重化されたネットワーク８２２は、ネッ
トワーク８２２の特定の一群がどのように選択され、かつデータがどのように多重化アク
ティブネットワークを介して割り当てられるかの制御に当てはめてもよい。
【００３７】
　本発明は、機能、手続、データ構造、アプリケーションプログラム等を含む関連データ
を併用して又は参照することにより表現してもよい。マシーンによりアクセスされると、
その結果、マシーン８００のコンポーネントは、タスク群を実行し、又は抽象的なデータ
タイプ又は低レベルハードウエアコンテンツを定義する。関連データは、例えば、揮発性
又は不揮発性のメモリ８０６記憶され得、又はハードドライブ、フロッピー（登録商標）
ディスク、光学式記憶部、テープ、フラッシュメモリ、メモリスティック、デジタルビデ
オディスク、生物学的記憶等を含む記憶装置８０８及びそれらに関連する格納媒体に記憶
され得る。関連データは、パケット、シリアルデータ、パラレルデータ、有形のコンポー
ネントによって送信及び／又は受信された伝送シグナル等の形式で、ネットワーク８２２
を含む転送環境において全体又は一部を配信されてもよい。また、関連データは、圧縮さ
れた又は暗号化されたフォーマットで使用されてもよい。関連データは、分散型の環境に
おいて使用されてもよく、また、単一又は多数のプロセッサマシーンによるアクセスのた
めにローカル及び／又は遠隔的に格納されてもよい。
【００３８】
　それ故、例えば図示された実施形態に対して、想定されるマシーン８００は、消費可能
データを消費するために図４の消費者によって利用されるデバイスを具現化する。その際
、遠隔マシーン８１４，８１６はそれぞれ、ケーブルテレビ又は衛星放送ヘッドエンドで
あってもよく、インターネットサーバ、または消費可能データを消費者に提供するその他
のエンティティ又はデバイスであってもよい。遠隔マシーン８１４，８１６は、マシーン
８００のように構成され得、それ故にマシーン８００のために言及した多くの又はすべて
の構成を含んでいてもよいことが理解されるであろう。
【００３９】
　図示された実施形態を参照しながら本発明の原理を説明し及び図示したが、図示された
実施形態がそのような原理から離れることなくアレンジ及び細部で変更され得ることがわ
かるであろう。また、たとえ前述の説明が特定の実施形態を中心になされたとしても、他
の構成が考慮される。特に、たとえ、例えば「一実施形態」、「別の実施形態」等のよう
な表現がここで使用されていたとしても、これらの言葉は、一般的に実施形態が参照可能
であることを意図しており、本発明を特定の実施形態の構成に限る事を意図しない。ここ
で用いられたように、これらの条件は、他の実施形態内に組み入られ得る同一又は相違す
る実施形態で参照され得る。
【００４０】
　結論として、ここで説明した実施形態は、幅広い様々な変更を視野に入れて、この詳細
な説明が役立てられることのみを意図しており、本発明を限定するものとして理解すべき
ではない。それゆえ、発明としてクレームされたものは、以下の請求項及びそれと均等な
範囲及び精神において、すべてのそのような変更を包含する。
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